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令和８年度ひろしまＤＸ育成奨学金の募集について  
 

 

広島県では、将来的に産業ＤＸを牽引する人材を育成するため、県内高等教育機関の理工系情報学部等

でデジタル技術等の高度な知識・技術を身に付け、「将来、広島県内企業等で働きたい」という方に対し

て、修学に必要な資金を無利子で貸し付けます。 

希望する方は、保護者等、学費出資者の方と相談の上、申込みをしてください。 

 

１ 対象者 

次の（1）（2）のいずれにも該当すること。 

（1）地域創生学部情報学科に在籍する学部１年生で、学校推薦型選抜における入学者である者 

（2）卒業又は修了後、広島県内企業へ就業し、ＤＸ推進に係る業務※に従事しようとする者 

 

➢ 一般選抜における入学者のうち、（2）に該当し、本奨学金を希望する者も申請は可能です。 

提出期間の開始前までに、教学課に申し出てください。 

 

２ 奨学金の概要 
(1) 貸付金額 

月額 ５万円(無利子、返還免除あり) 

(2) 貸与期間  

修学生に適用される修業年限の期間内。ただし、６年間を上限とする。 

 

⚫ 詳細は、広島県の「ひろしま DX人材育成奨学金」のウェブサイトを確認してください。 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/72/dxchallenge-koubo.html  

 

３ 本学における推薦人数 

２名  

※ 学内選考（成績等による）により、上位から推薦者を決定します。推薦人数を超える申請があっ

た場合は、枠外で推薦する場合があります。 

※ 他の広島県内高等教育機関等との調整により、採用人数が変わる可能性もあります。 

  

情報学科対象 

※「広島県内企業等へ就業」及び「DX推進に資する業務」とは 
⚫ 広島県が定める「広島県内企業等へ就業」とは、「以下のいずれかによります。 
(1) 広島県内に、本店を有する会社等・主たる事務所等を置く個人事業者に就業した場合 

(2) 広島県外に、本店を有する会社等・主たる事務所等を置く個人事業者の、広島県内の支店・

事務所等に就業した場合  

(3) 広島県内に、本店・主たる事業所等を置いて事業を営む場合 

(4) 広島県内の地方公共団体に就業した場合 

 

⚫ デジタル技術やデータ活用についての知識・技術を活用し、製品・サービスの設計・開発の

みならず、業務そのものや、組織、プロセス等を変革するなど、新たな価値の創造に寄与す

る幅広い業務を対象です。職種や配属先は問いません。 

 ※ 公務員は、「情報職」などＤＸ推進に資する分野での採用に限ります。 

 ※ 教員は、高等学校等で「情報科目」を指導する教員に限ります。 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/72/dxchallenge-koubo.html


2 

 

４ 提出書類  
(1) 広島県未来チャレンジ資金貸付申請書（様式第１号） 

(2) 申請者の本籍及び住所が確認できる書類（住民票等）  

・本籍が記載されていること。  

・日本国籍を有していない方は、国籍、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間が 

記載されていること。 

・個人番号（マイナンバー）・住民票コードは、省略されていること。（これらが記載されている場合 

は、必ずマジック等で見えないように塗りつぶすこと。） 

(3) 学生証のコピー 

(4) 連帯保証人（２名）の資格に関する調べ（様式あり、連帯保証人ごとに記入） 

(5) 連帯保証人（２名）の資格を証明する書類（詳細は(4)の様式を確認すること。） 

令和８年度課税台帳記載事項証明書（令和８年度課税証明書は市区町村の窓口やコンビニで６月

上旬から発行可能です。）、給与収入のみの場合は令和７年度分源泉徴収票も可 

  (6) 健康診断証明書（４月受診結果が、教学課前の証明書発行機から５月中旬以降に発行可能です。） 

  

※申請書等の様式は、広島県ウェブサイトからダウンロードしてください。 

 

５ 提出期間 
令和８年６月８日（月）～６月 19日（金）17時締切 

 

６ 提出先 
教学課窓口に持参 

 

７ その他  
(1) 推薦者は、学内選考を経て、推薦者として決定した後、広島島県で選考の上、決定されます。 

(2) 本奨学金は他の奨学金（給付、貸与）との重複禁止規定はありません。  

(3) 卒業後、本学総合学術研究科情報マネジメント専攻を含む、広島県内の理工系情報学部等のある

高等教育機関に進学する場合は、正規の修業年限まで（最長６年）奨学金の貸し付けが継続され

ます。  

(4) 卒業・修了等の見込みがなくなったとき、資金貸付の要件に該当しなくなったとき、貸付の中止

若しくは辞退により奨学金の目的を達成する見込みが無くなったときは、貸付を受けた資金の額

を、定める日までに返還する必要があります。 

(5) 手続に関して不備があった場合、大学教学課から連絡することがあります。電話又はメールがあ

った場合は、速やかに折り返しの連絡や教学課窓口に来る等、対応してください。 

 

８ 問い合わせ先 
広島キャンパス教学課学生支援係 

TEL ：082-251-9720 

    MAIL：s-service@pu-hiroshima.ac.jp 

 


